
　
平
日
に
手
続
き
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
土
・
日
曜
日
に
住
所
変
更
の
手
続
き
を
で
き

る
日
を
設
け
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■住所異動届出の注意点
　〇 住所を移す時は、必ず届出をしてください。

多久市外からの転入は、前の住所地で発行す
る転出証明書が必要です。多久市外への転出
は、転出予定の１４日前から手続きができます。

　〇 転入、転居の場合は、マイナンバーの通知カー
ド、または個人番号カードに新しい住所を記
載しますので、異動者全員のカードをお持ち
ください。

　※ 来庁される際には、必ず本人確認書類（免許
証など）をご持参ください。また、本人・世
帯主が来庁されない場合は、委任状が必要で
す。くわしくは問い合わせください。

開 庁 日 ３ 月2５日㈯、 ３ 月2６日㈰
４ 月 １ 日㈯、 ４ 月 2 日㈰

受付時間 9時～１2時

取扱業務

○ 転入・転出・転居などの住
所変更手続き

※ ただし住民基本台帳カード・
個人番号カードによる転入・
転出届は除きます。

土
・
日
曜
日
に
転
入
・
転
出
・
転
居
届
を
受
け
付
け
ま
す
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▶︎問い合わせ　市民生活課 窓口係　☎７５−６１１６

年
度
末
・
年
度
始
め
は

　
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
を
代
理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
場
合
に
、
本
人
に
対
し
交
付
の
事
実
を
お

知
ら
せ
す
る
『
本
人
通
知
制
度
』
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

【
対
象
者
】　
多
久
市
に
住
民
票
ま
た
は
戸
籍
が
あ
る
人（
た
だ
し
、海
外
在
住
者
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
）

【
通
知
す
る
内
容
と
方
法
】　
〇
証
明
書
交
付
年
月
日
、
証
明
書
種
別
、
枚
数
、
請
求
者
の
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
特
定
記
録
郵
便
に
よ
る
通
知

【
登
録
の
有
効
期
間
】　
登
録
の
日
か
ら
３
年
間
（
更
新
は
１
か
月
前
か
ら
可
能
で
す
）

　
※
必
要
な
書
類
な
ど
、
ご
不
明
な
点
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　
市
民
生
活
課 

窓
口
係　
☎
７５

−

６
１
１
６

ご
存
知
で
す
か
？
『
本
人
通
知
制
度
』
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▼
問
い
合
わ
せ　
市
民
生
活
課 

窓
口
係　
☎
７５

−

６
１
１
６

　
平
成
１9
年
か
ら
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
と
受
け
取
り
は
、
住
民
登
録
を
し
て
い
る
役
場
の

窓
口
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　
県
庁
旅
券
セ
ン
タ
ー
で
の
申
請
・
受
け
取
り
は
原
則
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

※�

パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
け
取
り
に
は
、
１
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。
余
裕
を
持
っ
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　

 

必
要
な
添
付
書
類
な
ど
、
ご
不
明
な
点
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
・
受
け
取
り
は
市
役
所
で
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▼
問
い
合
わ
せ　
水
道
課 

管
理
係　
☎
７５

−

３
０
０
３

〈
転
入
・
市
内
で
の
引
越
し
の
場
合
〉

　
新
し
く
入
居
が
決
ま
っ
た
ら
、
事
前
に
使
用
開
始
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
水
道
を

使
用
さ
れ
る
前
日
の
午
前
中
ま
で
に
水
道
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
土
日
祝
日
に
開
栓
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
休
日
前
の
午
前
中
ま
で
に
水
道

課
窓
口
に
来
て
い
た
だ
く
か
、
電
話
で
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
転
居
・
転
出
の
場
合
〉

　
届
出
は
、
平
日
に
水
道
課
で
受
け
付
け
ま
す
。
住
民
票
の
異
動
の
届
出
等
で
市
役
所

に
来
庁
さ
れ
る
時
に
、
水
道
課
に
も
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
届
出
は
、
電
話
で
行
う

こ
と
も
で
き
ま
す
。
使
用
終
了
の
届
出
が
無
い
と
、
使
用
し
て
い
な
く
て
も
料
金
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
使
用
終
了
日
前
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
転
入
・
転
出
な
ど
で
引
っ
越
し
が
決
ま
っ
た
ら
、
事
前
に
水
道
の
利
用
開
始
・
使
用
終
了

の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

引
越
し
が
決
ま
っ
た
ら
水
道
の
届
出
も
お
忘
れ
な
く
！

inform
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